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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取り外し可能なタンブラスイッチユニットにおいて、
・当該タンブラスイッチユニットが、第１端部と第２端部とを有するハウジングと、ハウ
ジングの第１端部に取り外し可能に固定される、オン位置とオフ位置とを有するタンブラ
スイッチとから構成され、前記タンブラスイッチが、前記タンブラスイッチユニットを外
部構成要素に接続するためにその裏面に垂直に且つ水平に整列された二対の接続用素子を
有し、垂直に整列された一対の接続用素子が、前記タンブラスイッチをオン位置に切り替
えることによって接続され得、
・前記ハウジングの前記第２端部が、前記第１端部の高さより小さい高さを有し、２つの
室を提供し、前記タンブラスイッチの各相に対する各室が、前記タンブラスイッチの１つ
の接続用素子に接続された第１接続用素子と、外部素子に接続するための第２接続用素子
とを有し、
・各室内の前記第１接続用素子と前記第２接続用素子とが、ヒューズ、電流制限器若しく
は直列接続されているヒューズ及び電流制限器によって接続されるように配置され並びに
／又は２つの異なる前記相の接続用素子間のバリスタによって接続されるように配置され
、
・前記ハウジングの前記第１端部が、その室の下側で壁によって閉鎖されていて、この壁
が、前記タンブラスイッチユニットから突出している前記接続用素子用のスリットを提供
すること、
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　前記ヒューズが、前記室の上側の前記第２端部の底部上に取り外し可能に固定されてい
て、且つ、スペアヒューズが、前記室の下側の前記第２端部の底部上に取り外し可能に固
定されていること、及び
　前記タンブラスイッチの大きさが、前記ハウジングの側面の大きさにほぼ一致する当該
取り外し可能なタンブラスイッチユニット。
【請求項２】
　前記スペアヒューズは、前記ヒューズに対して平行に配置されていることを特徴とする
請求項１に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユニット。
【請求項３】
　前記タンブラスイッチは、タンブラスイッチ、自動式若しくはリモートオフ式のタンブ
ラスイッチ又は電流遮断器であることを特徴とする請求項１又は２に記載の取り外し可能
なタンブラスイッチユニット。
【請求項４】
　ヒューズが、接続用素子としての第１ヒューズホルダと第２ヒューズホルダとによって
保持されている請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユニット（１）
。
【請求項５】
　前記第２ヒューズホルダは、ホルダ（８ａ）、接続用素子（８ｂ）及び端部（８ｃ）か
ら構成され、前記タンブラスイッチユニットを前記外部素子に接続するため、前記接続用
素子（８ｂ）が、前記タンブラスイッチに対向する室の第２端部のスリットを通過して突
出していて、前記端部が、前記室の底部に固定されている請求項４に記載の取り外し可能
なタンブラスイッチユニット。
【請求項６】
　前記タンブラスイッチは、前記タンブラスイッチを前記ハウジングに取り外し可能に固
定するためのクリッピング素子を有し、対応する開口が、前記ハウジング内に設けられて
いる請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユニット。
【請求項７】
　前記室は、側面開口を有する請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブラスイッチ
ユニット。
【請求項８】
　側面のガイドレールが、前記ハウジング（７）の外側に設けられている請求項１又は２
に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユニット。
【請求項９】
　前記ハウジングは、その第１端部の前端部に前記タンブラスイッチユニットを装置に固
定するための突起部を有する請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユ
ニット。
【請求項１０】
　前記ハウジングは、１つの部品から成る請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブ
ラスイッチユニット。
【請求項１１】
　前記タンブラスイッチが、前記ハウジングの大きさをほぼ確定するように、このハウジ
ングが、このタンブラスイッチを包囲する請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブ
ラスイッチユニット。
【請求項１２】
　装置若しくはネットワークフィルタ内に差し込まれ得るか又はＩＥＣ差し込みプラグと
して差し込まれ得る前記取り外し可能なタンブラスイッチユニットが使用される請求項１
又は２に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユニット。
【請求項１３】
　請求項１又は２に記載の取り外し可能なタンブラスイッチユニット用の開口を有する装
置、ネットワークフィルタ又はＩＥＣ差し込みプラグ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の分野
　本発明は、タンブラスイッチユニットに関する。ここに記載されているような本発明の
タンブラスイッチユニットは、任意の装置で使用され得、ネットワークフィルタで使用さ
れ得、又はＩＥＣ差し込みプラグ若しくは任意のその他の電力入力モジュールとして使用
され得る。
【背景技術】
【０００２】
関連技術の説明
　スイッチ又はタンブラスイッチは、従来の技術において広く知られている。当該実施の
形態の例を記す。
【０００３】
　仏国特許第２４９９７６１号明細書は、ヒューズを備えるバイポーラスイッチを開示す
る。このバイポーラスイッチは、バイポーラスイッチ用の２つのハウジングを示すモジュ
ール式の寸法本体と、様々な寸法を成し得るヒューズホルダを有するハウジングとから構
成される。２つの接点が、中性供給線ワイヤに接続するために使用される２つの端子に面
する。第２供給線（相線）が、その端子とヒューズホルダのその端子とに接続される。
【０００４】
　仏国特許第２４３１７６２号明細書は、ヒューズカートリッジを収容するために使用さ
れる空洞を示す選択プロングを有する回路遮断器を開示する。この回路遮断器は、単相設
備の相導体上に設置されるために意図されている。
【０００５】
　欧州特許第０６９０５２７号明細書は、単相ケーブル用のコネクタを開示する。このコ
ネクタは、給電網と一緒に使用され、取り外し可能なカバー付のプラスチック製のハウジ
ングを有する。当該ハウジングの上側が、フラット導体を有する。これらのフラット導体
が、当該導体を把持できるフォーク形の端部を有する突出したフィンガー接触子に嵌合す
る。ケーブルを受け取るねじ込み端子が、底部内にある。ヒューズが、ケーブル端部を当
該導体に連結するために使用される。取り外し可能なカバーが、ハウジングの片側で旋回
され、当該ＨＲＣヒューズに対する容易なアクセスを可能にする。
【０００６】
　米国特許第３８００２５９号明細書は、望ましい電気回路内でそれぞれ相互接続される
ための、離れている一対の第１接点部材及び第２接点部材を有するハウジングを開示する
。これによって、これらの接点部材が、一緒に電気相互接続されないときは、当該電気回
路が完成されない。手動で動かせるヒューズ部材が、ハウジングによって支持され、この
ハウジングに対して一方の操作位置を取る。このヒューズ部材が、当該一方の操作位置で
これらの接点部材間及びそのヒューズ部分にわたって電気接触させる。その結果、当該電
気回路が、ヒューズ部材によって完成されるだけではなくて、当該電気回路が、切れたヒ
ューズによって遮断される。当該電気回路を開くため、ヒューズ部材が、ハウジングに対
して一方の操作位置から他方の操作位置に移動したときにこれらの接点部材間の電気接触
を遮断する。このため、当該ヒューズ部材は、この電気回路用の手動で操作可能なスイッ
チとしても作動する。
【０００７】
　米国特許第６７３４５８０号明細書は、収容切替タンデムスイッチを有するヒューズ付
きスイッチユニットに関する。この収容切替タンデムスイッチが、スイッチオン位置とス
イッチオフ位置との間で往復するように旋回できるように、この収容切替タンデムスイッ
チが、このヒューズ付きスイッチユニットのハウジング内に取り付けられている。このヒ
ューズ付きスイッチユニットは、監視回路用の装置とヒューズリンクの有用性を監視する
ための、当該切替タンデムスイッチ内に配置されている表示部とを有する。この表示部は
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、好ましくは光学表示部である。
【０００８】
　仏国特許第２１９１２３４号明細書は、本体を有するスイッチを開示する。ヒューズが
、この本体内に差し込まれている。この本体を交換するためには、この本体を取り外す必
要がある。独国登録実用新案第９４０３８７９号明細書は、同様な実施の形態を開示する
。
【０００９】
　米国特許第４２９８８５４号明細書は、結合された筒型ヒューズホルダとスイッチとが
、第１平面内に配置され且つ傾斜板に隣接して位置決めされた一対のスペースバーを有す
る新規の切替機構を採用することを開示する。接触ピンが、切替アーム内に取り付けられ
ている。同様に、この切替アームが、旋回式に取り付けられている。その結果、この接触
ピンは、この接触ピンが傾斜板上で支持されているオフ位置から当該接触バーを支持し且
つブリッジするオン位置に移動され得る。これらの接触バーのうちの一方の接触バーが、
第１端子に電気結合される一方で、これらの接触バーのうちの他方の接触バーが、ヒュー
ズを通じて第２端子に電気結合される。
【００１０】
　これらのスイッチの欠点は、多すぎる機械部品が含まれることである。多すぎる機械部
品は、１部品当たりのより高い生産コストを招くだけではなくて、これらの部品の各々の
故障の危険を増大させる。さらに、特にヒューズがスイッチの内側にある場合は、ヒュー
ズが容易に交換され得ない。これらの切替ユニットの別の欠点は、これらの切替ユニット
の多くがユニット全体として取り出され得ず、装置に接続されるだけであるという事実に
起因する。当該切替ユニットの故障の場合には、そのスイッチを修理するために取り外す
ことは容易ではない。別の欠点は、スイッチが大きすぎて空間を無駄に占有するという事
実に起因する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】仏国特許第２４９９７６１号明細書
【特許文献２】仏国特許第２４３１７６２号明細書
【特許文献３】欧州特許第０６９０５２７号明細書
【特許文献４】米国特許第３８００２５９号明細書
【特許文献５】米国特許第６７３４５８０号明細書
【特許文献６】仏国特許第２１９１２３４号明細書
【特許文献７】独国登録実用新案第９４０３８７９号明細書
【特許文献８】米国特許第４２９８８５４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
本発明の概要
　本発明の課題は、従来の技術の当該欠点を回避するタンブラスイッチユニットを提供す
ることにある。
【００１３】
　したがって、別の課題は、従来の技術で知られたものより少ない機械部品を有し、従来
の技術で知られた実施の形態よりも簡単であるスイッチ本体を有する切替ユニットを提供
することにある。
【００１４】
　本発明の別の課題は、従来の技術で知られたものより少ない機械部品を有し、従来の技
術で知られた実施の形態よりも簡単であるスイッチ本体を有する切替ユニットを提供する
ことにある。
【００１５】
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　本発明の別の課題は、従来の技術から公知のモジュールより空間を無駄に占有しない切
替ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明によれば、これらの課題は、独立請求項に記載の：
　取り外し可能なタンブラスイッチユニットにおいて、
・当該タンブラスイッチユニットが、第１端部と第２端部とを有するハウジングと、ハウ
ジングの第１端部に取り外し可能に固定される、オン位置とオフ位置とを有するタンブラ
スイッチとから構成され、前記タンブラスイッチが、前記タンブラスイッチユニットを外
部構成要素に接続するためにその裏面に垂直に且つ水平に整列された二対の接続用素子を
有し、垂直に整列された一対の接続用素子が、前記タンブラスイッチをオン位置に切り替
えることによって接続され得、
・前記ハウジングの前記第２端部が、前記第１端部の高さより小さい高さを有し、２つの
室を提供し、前記タンブラスイッチの各相に対する各室が、前記タンブラスイッチの１つ
の接続用素子に接続された第１接続用素子と、外部素子に接続するための第２接続用素子
とを有し、
・各室内の前記第１接続用素子と前記第２接続用素子とが、ヒューズ、電流制限器若しく
は直列接続されているヒューズ及び電流制限器によって接続されるように配置され並びに
／又は２つの異なる前記相の接続用素子間のバリスタによって接続されるように配置され
、
・前記ハウジングの前記第１端部が、その室の下側で壁によって閉鎖されていて、この壁
が、前記タンブラスイッチユニットから突出している前記接続用素子用のスリットを提供
すること、
　前記ヒューズが、前記室の上側の前記第２端部の底部上に取り外し可能に固定されてい
て、且つ、スペアヒューズが、前記室の下側の前記第２端部の底部上に取り外し可能に固
定されていること、及び
　前記タンブラスイッチの大きさが、前記ハウジングの側面の大きさにほぼ一致する当該
取り外し可能なタンブラスイッチユニットによって達成される（請求項１）。
　さらに、本発明は、前記スペアヒューズは、前記ヒューズに対して平行に配置されてい
ることによって解決される（請求項２）。
　好適な実施の形態は、従属請求項に記載されている。
【００１７】
　本発明のタンブラスイッチユニット１の利点は、タンブラスイッチ３が、ハウジングと
タンブラスイッチユニット１との大きさをほぼ確定するように、このハウジングが、この
タンブラスイッチ３を包囲する点にある。電気素子９が、通常操作中に外側から目視され
得ない。使用者が、これらの電気素子９について配慮する必要がない。しかしながら、必
要ならば、このタンブラスイッチユニット１が、ヒューズ又はタンブラスイッチユニット
１さえも交換するために装置から容易に引き出され得る。このことは、当該装置のマニュ
アル中に記載され得る。ここで開示するようなタンブラスイッチユニット１は、任意の装
置で使用され得、ネットワークフィルタで使用され得、ＩＥＣ差し込みプラグとして使用
され得、又は任意の電力入力モジュールとして使用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明によるＩＥＣインレットフィルタを有するタンブラスイッチユニットの２
つの側から見た全体図である。
【図２】タンブラスイッチを示す。
【図３】本発明のタンブラスイッチユニットのハウジングを示す。
【図４ａ】第１接続用素子を詳しく示す。
【図４ｂ】第１接続用素子を詳しく示す。
【図５ａ】第２接続用素子を詳しく示す。
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【図５ｂ】第２接続用素子を詳しく示す。
【図６ａ】本発明のタンブラスイッチユニットで使用される電流制限器を示す。
【図６ｂ】本発明のタンブラスイッチユニットで使用されるバリスタを示す。
【図７】本発明のタンブラスイッチユニットの裏面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明の可能な実施の形態の詳細な説明
　図１は、電気部品９を搭載しているスイッチ本体を有する取り外し可能なタンデムスイ
ッチユニット１を示す。このタンデムスイッチユニット１が、ＥＭＣ　ＩＥＣインレット
フィルタ２又は任意のその他の電力入力モジュール内に差し込まれ得る。１つのＯＮ位置
と１つのＯＦＦ位置との間で旋回可能に切り替え可能な２つの位置を有する１つのスイッ
チつまりタンデムスイッチが、タンデムスイッチユニット１の上部に設けられている。本
発明のスイッチとしては、本発明の思想を離れることなしに、タンデムスイッチ７、自動
式若しくはリモートオフ式のタンデムスイッチ又は単純に電流遮断器を採用することが可
能である。
【００２０】
　図２中に示されたように、スイッチユニット１が、その裏面に垂直に且つ水平に整列さ
れた４つの接続用素子４を有するタンデムスイッチ３を備える。これらの接続用素子４の
うちの垂直に整列された２つの接続用素子４が、タンデムスイッチ３をＯＮ位置に切り替
えることによって接続され得、タンデムスイッチ３をＯＦＦ位置に切り替えることによっ
て遮断され得る。しかしながら、複数の接続用素子４が、例として付与され、タンデムス
イッチユニット１に応じて変更され得る。２つのクリッピング素子６が、タンデムスイッ
チ３の各側面上に設けられる。タンデムスイッチ３が、これらのクリッピング素子６によ
ってハウジング７に固定され得る。同様に、複数のクリッピング素子６が、例として付与
され、特にタンデムスイッチユニット１の大きさに応じて変更され得る。
【００２１】
　タンデムスイッチユニット１のハウジング７が、図３中に示されている。本発明によれ
ば、このハウジング７は、成形された１つの部品から成る。しかし、ハウジング７は、複
数の異なる部品から構成されてもよい。このハウジング７は、タンデムスイッチ３に接続
される第１端部７１、及び第２端部７２を有する。この第２端部７２では、ヒューズ９、
電流制限器９及び／又はバリスタ９用の２つの室が、上部内に設けられている。安全上の
理由のため、両室は、内壁によって互いに分離されている。本発明によれば、下記の構成
要素のうちの１つの構成要素がその室内に嵌入され得る：ヒューズ９、電流制限器９（図
６ａ）又は直列接続されているこのヒューズ９（図６ｂ）及びこの電流制限器９。さらに
別の可能性では、バリスタ９が、一方の相を他方の相に接続する接続用素子５，８間に接
続され得る。このバリスタ９は、単体で組み立てられ得るか又は１つ若しくは複数の上記
の構成要素を追加して組み立てられ得る。バリスタが１つだけしか存在しないならば、当
該接続用素子５，８が、（例えば、ワイヤによって直接に、ダミーヒューズ等によって）
一緒に直接に結合される。
【００２２】
　さらに、これらの室が、電気素子９の状態を管理し、当該構成要素９をより良好に組み
立て／取り外すための２つの側面開口を有する。タンブラスイッチユニット１をインレッ
トフィルタ２内に誘導するため、複数のガイドレールが、これらの開口の下の、ハウジン
グ７の外面上に設けられている。対応する複数のレールが、このインレットフィルタ２又
は装置に設けられている。タンブラスイッチユニット１が、当該インレットフィルタ２又
は装置に嵌め込まれる。その室が、ヒューズ９又はその他の接続用素子を収容するために
十分である、タンブラスイッチ３の半分の大きさしか有しないので、第１端部７１に対す
る段差が、第２端部７２の底部内に作られている。第１端部７１内の開口７３が、クリッ
ピング素子６に対応する。すなわち、ハウジング７の第１端部７１が、タンデムスイッチ
３の周りでこのタンデムスイッチ３に対して取り外し可能に固定され得る。タンデムスイ
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ッチ３の下側の接続用素子４を収容するため、すなわちタンデムスイッチユニット１全体
の外部接点を提供するため、複数のスリットが、ハウジング７の説明した段差内に設けら
れている。したがって、接続用素子５，８とハウジング７とタンデムスイッチ３とを含む
タンデムスイッチユニット１のこれらの部品の組立が、容易に実施され得る。ハウジング
７が、当該第１端部の前端部にタンブラスイッチユニット１を任意の装置に固定するため
の複数の突起部を有する。
【００２３】
　図４ａ，ｂは、異なる第１接続用素子５を詳細に示す。ヒューズを組み付けるため、接
続用素子５（ここでは、ヒューズホルダ）が、上側の接続用素子４に接続される。このヒ
ューズホルダ５は、図４ａ中に詳しく示されたヒューズ９を締付け固定するためのホルダ
５ａとスリット接続用端部５ｂとを有する。最終組み立て後には、ホルダ５ａがハウジン
グ７内にあり、且つ、接続用端部５ｂがハウジング７の内壁の外側にあるように、ヒュー
ズホルダ５が固定される。こうして、このヒューズホルダ５が組み立て後に直接に固定さ
れるだけではなくて、接続用素子４に対する良好な接触も成す。電流制限器９及び／又は
バリスタ９を固定するため、図４ｂは、接続用素子５の別の実施の形態を示す。電流制限
器及び／又はバリスタ９が、半田付けのような公知の方法で接続用素子に固定され得る。
【００２４】
　図５ａ，ｂは、第２接続用素子８を詳細に示す。例えば第２ヒューズホルダ８が、室内
に設けられている。当該ヒューズホルダ８が、図５ａ中に詳細に見て取れる。このヒュー
ズホルダ８は、ホルダ８ａ自体と接続用素子８ｂと端部８ｃとから構成される。外部接点
を提供するため、当該接続用素子８ｂが、その室内の所定の位置でハウジング７の当該室
の第２端部のスリット内に設けられる。ヒューズホルダ８の端部８ｃを収容して固定する
ため、スリットが、当該ハウジングの底部に設けられている。電流制限器９及び／又はバ
リスタ９を固定するため、図５ｂは、接続用素子８の別の実施の形態を示す。電流制限器
及び／又はバリスタ９が、半田付けのような公知の方法で当該接続用素子に接続するため
に固定され得る。
【００２５】
　ハウジング７が、１つの部品から成る。タンブラスイッチユニット１の全ての部分が、
このハウジング内に容易に差し込まれ得又は取り外され得る。このタンブラスイッチユニ
ット１の大きさは、タンブラスイッチ３自体の大きさにほぼ一致する。当該一致は、タン
ブラスイッチユニット１の大きい利点を示す。ヒューズコネクタ５の柔軟性に起因して、
ヒューズ９が、容易に取り外され得るか又は交換され得る。組み立てられたタンブラスイ
ッチユニット１が、図６中に示されている。
【００２６】
　図７は、本発明のタンブラスイッチユニット１の裏面図である。この実施の形態で分か
るように、スペアヒューズ１０が、室の下の第２部分の底部上に設置され、２つのクリッ
ピング素子によって保持され得る。当該嵌入装置は、スペアヒューズ１０を収容するため
の凹部を有する（図１参照）。
【００２７】
　本発明のタンブラスイッチユニット１の利点は、タンブラスイッチ３が、ハウジングと
タンブラスイッチユニット１との大きさをほぼ確定するように、このハウジングが、この
タンブラスイッチ３を包囲する点にある。電気素子９が、通常操作中に外側から目視され
得ない。何人も、これらの電気素子９に配慮する必要がない。しかしながら、必要ならば
、このタンブラスイッチユニット１が、ヒューズ又はタンブラスイッチユニット１さえも
交換するために装置から容易に引き出され得る。このことは、当該装置のマニュアル中に
記載され得る。ここで開示するようなタンブラスイッチユニット１は、任意の装置で使用
され得、ネットワークフィルタで使用され得、ＩＥＣ差し込みプラグとして使用され得、
又は任意の電力入力モジュールとして使用され得る。
【符号の説明】
【００２８】
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１　　タンブラスイッチユニット
２　　ＥＭＣ　ＩＥＣインレットフィルタ
３　　タンブラスイッチ
４　　接続用素子
５　　接続用素子
５ａ　ホルダ
５ｂ　スリット接続用端部
６　　クリッピング素子
７　　ハウジング
７１　ハウジング７の第１端部
７２　ハウジング７の第２端部
７３　開口
８　　接続用素子
８ａ　ホルダ
８ｂ　接続用素子
８ｃ　端部
９　　ヒューズ、バリスタ及び／又は電流制限器
１０　スペアヒューズ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４ａ】
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【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６ａ】

【図６ｂ】

【図７】
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